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事務総局会艤配布寅料l

(平成29． 2． 7総一印） I平成29会計年度における協議会等開催計画

灘繍識職溌胤蕊灘総蝿鱸繍辮繍鱸曝雛鶴藻職職 総務局 80人商裁挺官，地・家難所長当面の司瀝行政上の諸問題2日6月21日，
22H

長官，所長会同1

… “
面

簡裁長官

i断縦長欝

商裁事務局長

司溌行政上の蹄問題

司法行政上の緒問題

司法行政上の諾問題

2日11月20

1], 21fl

3月15脚

長官班務打合せ2

総務局
l 1l

憂官聯務打合せ3

8人総務局
l側10月61；1，

3月2m

（2回）

11月16F1

|禰戦31砿局長事溺打合せj1

16人

一

16人

総務局

－

総務局

商戦の総務課長及び文郷企画官認砺郡砺至般の遮維協縦1日澗紬総務鵬長嗣醗打合せ5

1!ヨ11月9日6

人率局 8人
5ノリ24日，
25日

10月1 1

I3, 12n

2日
7

I6人人辨局
2m

8

1.6人人郡局
2IWI2ハ201胃' ’

21 i;I

9月13日，

14m

]・ノ130日，
31日

1 0月1 1

日， 12日

2月20脚，

21日

］0ノリ19日

9

8人経理局
2脚

10

8人経理局

悪諏馬

211
ll

16人
21ヨ

12

]､6人

一

58人

経理局
2日

一

19

民事局

家庭局1.B
14

I
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鵬鰯灘騨灘鱸灘＃繍撫蟻 I滅噌掘雛
蕊 民訓:局1京京，械浜， さいた窪，千難，大|坂，京

都､神戸，名古屋，広勘，福岡，仙台，札幌及
び渦松猫･而易縦判所の民鄭訴舩加1:担当難判官
1人（できる麓け民那W舩率件及び民郡i棚停鞭
件の両方を担当している裁判官。なお，東京及
び大阪の名.而易裁判所は民事脈舩聯件'且当裁判
官及び陣IF澗停可if仲担当鋤|M1官1人ずつ）
2上肥前易職判所を瀞緋する地方裁判所の鍬
判官1人
3束京節易栽判所民魏茜施識記官並びに大
阪，毛古屋，福|間及び札帆の各簡易批判所首職
響記官
4横浜， さいたま，干莱，京都，神戸，広
擶，仙台及び商松の各地方裁判所民那首席蒋記
官又は民率次席描記官のいずれか1人

簡雛の所在地を管鯏-ﾂｰる家裁の首席家庭裁判所
澗張官

'41人1交通猟密賠価脈訟の合邇耐な癖理・判決モ
デルの定藩を図る上で庁として取り組むべき事

1．m1F仲担当飛側官罪勤蛎 9月291il而易裁判所民｡I刈坤
約.合せ

15

項
2民辨澗停の利点を祇かし，利用者のニーズ
に応える剛停運営及びそれを実現する上で庁と
して取り組むべき事項

家庭局 8人而謡ゐ所在地を癖職する家裁の育席家庭戦判所
洲流官が行う削盤事務に関し考愈すべき氷項

1 1:15jil 1913衝ﾉ脇家庭裁判所胴副窮郡務打合．世16

象庭局 40人1商栽両民事吹席瞥記官1名
2高裁の総務眺長又は総務課眺優補佐のいず
れか1翁
3碕裁の所在地を管轆する家裁の部総括裁判
官又は上席裁判官のいずれかエ鍋
4商裁の所在地を管IW"-る家裁の家辨の首庇
排記官又は家辨の秩席撚記官のいずれか1名
5高裁の所在地を篠職する家縦の総務糾長1
粕

後見閥,係事件の運用に関する連絡協雛0． 5日5月31日後見関係鞭件璽1砿打合せ17

ワ
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平成29会計年度における協議会等開催計画
ブロック協議会等）（

雪
11

1

W。

M1 鱗職．鰯鯛懲劇蹴職髄】

鱗灘蝿u
溺迩U1

F梯

1各獅錬裁判所の総務牒長及び総務
裸課長補佐驍
2各地方救判所及び瀞家庭鋤l1I所の
総務課畏

澗地家裁の首席撚記官及び地家獅万郡
総括裁判宵（具体的な郷1･象脆IMlは未
定）

商裁の辨務局次擬及び人副F課長，地家
栽の事務局腿

高裁の率務局次長及び人乖鵬長，地家
裁の事務局欲長

総務局’1］●6人各高裁所在地から開催地
を逓定予定（合同開伽）

総務事務全般に関す為箙間腿悪癖零蒋騎砺察 12j1～翌年1月 1日

－

総務局総務局 ｜未定各簡難所極地から開伽地
を迩定予定（一部合l司l)11
催）

需認削嚇について，蔽鵬牒紀官として考
職直り-べき辨項輔

一

2 1月～2月 I 1]首席拶記官等協臓会

人亦局人郡局 ’’ ’6人’各簡裁所在地から開仙地
を棋数遡定（合i司間伽）
各商裁所在地から開催地
を複数週定予定（合同II11
雌）

人ﾐ1画鱗の処理に閲し湾"すべき率菰

人事管理上の賭問題

1日－
３
－
４
竜
一
６
’
７
’
８
－
９
両

人戦闘係鞭務協継会 6月～7月

9月～10．月
人訓局 約130

人
1. IEI人事管理協誰会

経理局 1 10人各商裁所在地から聞伽地

を複数逮定予定（合同開
催）

商裁の燕務局次喪及び会叶課長，地家
裁の割蛎局長

商裁の会計撫長及び地家戟の会計郷長

経理事務の処理に関し考慰すべき事項0． 51gl6月～7．月謹理関係那務協雛会

各商裁所在地から開側地
を複数遥定予定（合同間
脳）

経理局 61人

|薦響澱行及び効率"雨に閲し，誉
1閲1月～2月

各地戦で

決定
民蕊局稀地裁簡裁の裁判官及び番記官，民郡剛停委

員，司法委員
制鰹の遮川に而裁の剛停制座及び司法委員各地裁で決定 1日～

（6ノリ～翌年32日
月）

符地裁で決定 2日
(原則として4，月
～7ﾉﾘ〉

符地裁で決定
(原則として4，月
～7ﾉﾘ〉

閲し実務上考施すべきzI項

番地裁で

決定
各地裁 民郡筋新任民事柵停委侭民鞭鯛停本件の処理に必要な磯硫的知縦の

習得
■

各地紬で

決定
稀地裁 民鄭周新妊民小洲停委鼠

2年ないし3年狼鹿の実務経験のある
民事調停讓戯

IF例研究の方法民斯訓f河即卜の処理につき。橘･地裁で決定（6
月～翌年3月）
各地裁で決定
（6ノリ～翌年3
月）

1日

ス研究会 各地戦で
決定

箇・地裁 民MI'F局
11ヨー

21ヨ 職及び技術の習禍
－

各地蛾で
決定

綴地裁 民鄭偏民郡澗停婆員掛地識で決定
（6月～翌年3
月）

1日～

2日
u

究会
－－■一

番商議 各澗裁で
決定

民辨局
家庭局

籍地裁及び家裁特Iﾉ1の澗伸協会におい
て指導的地位にある刷停委負

谷間識で決定
（9月～11月）

側棚する地裁で決
定
（6月～1.2月）

稀地裁で決定
（1月～3月）

1日12

12澗裁長官表態
1%I縮する地裁で決定 民郡局 開慨する

地裁で決
定

13

1‘！

東京及び大阪各地裁の鑑定姿員1m震定委員協雛会

民癖局好地裁
|難錨で新任司法委飼O. 5fi新任司法委員研修会

3

鳶
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民那局
臨地裁で,決定

各地雑司法委側各地鋤で決定

（6月～翌年3
月）

司法委員研究会 1日～

2日
15

脅赫鋤(合同棚縦で釧肌'l民那厨雌，開怖地未定）
民.'『局商翻裁判鷲（陪職）各1人，地縦蛾判

官稀2人（部総括及び右陪席各1
人） ，地戦の民ZIF篇"i!柵記官又ば次嚇
瞥肥官噺･1人

破産鄭件の破産僻財人, I寒"ill:生辨件
の朧'滕讓風及び個人再生羨員，会社更
生31F仲の篠財人錦
．l 各地裁の執行及び倒産担当の裁判
W:1.人（民率執行.'『件と倒産.'『仲を担
当している部が異なる嶋合には， 2人
とｰることもできる。その場合，執行
については執行官雛柊官である部総播
戦判官，倒産については部総揺裁判官
とｰる。 1人の鰯合鰍執行官監幡官で
ある部総柵栽判官〕
2各獅裁の民辨首席将記官又は民ﾕl『
次席撚記官1人
3各地城の民亦背席拶祁官又は民率
炊鵬番肥官1人
4総括執行官名･1人（ただし，協継
那項2の一部と3のみ〉
測・地栽の縦判官

158人1部の実1Wに応じて合繊の充実・活用を
図るための具体的方節
2争点中心型の充実した聯理を実紙する
ために考砿すべき郡噸及び庁としてIII'組
むべき牒題
倒産辨件の瀞財錐務等の処理に閲し考峨す
べきｴ'1噸

跨り刈ド件担当紬判官協
確会

翌年1月～2月 ､1日16

符地裁で
決定

民事局機Ⅲ賊
－

17 各地雛で決定

（9月～翌年3
月）
11月～12月

1日播財人等協雛会

民認IFjS符商維（合I河1%I催）
4庁で実施予定

160人

程度
(見込み〉

］倒産手識の覇卿性・公平性を潤める方
錐の蚊肘状況とそのあい路について
2民辨執行法改正が執行訓務に与える影
縛蜂について
3執行津|砿謙蕊の実効化に向けた方錐
について

1. 1ヨ民鞭執行蕊件及び倒産
聯件担当者錬協雛会
18

⑪

（合同1111,llii) 4間裁で開
雌（間側地は未定）

刑堺局 68人1蛾判負制座の遮用に閲し考砿すべき鄭
嘆
2刑郡師訟法の運用について

刑司郎(ｲ|:の鑑定を巡為鯖問題

刑鄭郡仲担当裁判官協
礁会

19 1 1;I1月～2月

各地誠 刑鄭局 各地裁で

決定
挙り脱経醗零亜びに地裁の蛾判官及び撚
肥宮

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

各地蛾で決定
（8月～翌年3
月）

0. 511刑事鑑定研究会20

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

W'l暁他!l1定医及び緒･I11!保健参与員侯
柿者並びに地織の戦判官

医療観察事件の処邸上間胆となる那項及び
実体的な判断の在り方に関して毒l愈すべき
噸碩

犯罪披瞥者等盤本法19条の趣旨を踏ま
え，犯罪被害春等の樋かれた立場，状況等
に関する理熊を深めるための意見交換錦

心神蝿失者等医療観察 (）． 5日21

法関係研究協雄会

愈見交換感のテーマに応じた外部布脈
者輔並びに商裁，同高裁笹内の地裁，
家裁の裁判官及び被害巻対応をする可
能雑のあるj賊員（商栽締内の各地家裁
から飛低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

名･商裁 刑事局
家庭局 |鯉識で各高裁で決定

く6月～翌年3
月）

0. 5H犯罪被害者等の慨かれ
た立場，状況鵠に関す
る理解を深めるための
研究会

”’

各地銭 刑郵局 各地裁で

決定
法廷迩駅溌験のない又は少ない初級レベル
の迩肌人候補者雛を対象とした法廷通駅に
必要な知縦・技能の習得園

法廷通駅延磁研確 各地裁で決定
（4月～翌年3
月）

1日

4
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蹴柵撫蝋誇
擶商戦所在地にある地戦
（東京，大阪名･商裁にお
いては，それぞれの商峨
が定める僻内の地裁）

東京，大阪名･地織

w得

＃慨
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塞
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峰
脾
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鱸
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識

－
０

４

声
蕊
■
１
◇

か
Ｌ
ご
耐
ｌ
』鵬撫灘織鍾熱聯議鶴撫 傷翻擬雲 鱸識

珊駅人候補者並びに商峨及びIIII催地の
地裁の裁判官及び撚紀官

各商裁で
決定

刑那局中級レベルの通釈人候ｲlli者を対象とした法
廷通訳に必要な知識・技能の習得

各商裁で決定
（6月～翌年3
月）

2H法姪通駅セミナー241

－

刑酬局 各澗裁で
決定

通訳人候補者並びに東京，大阪瀞尚裁
及び東京，大阪各地裁の裁判官及び譜
記官

上級レベルの通駅人膜補者を対象とした法
廷通訳に必要な知識。技能の習得’

東京，大阪各商談
で決定
（6ﾉﾘ～翌年3
月）

2日法廷通駅フオローアッ
プセミナー．

25

符地裁で
決定

刑那局地裁の裁判'喝． （支部を含む）及びi糊側
概鑛所のj賊員

符･地裁際誠観察の爽IWについて
その他

番地縦で決定（］
月～2月）

0. 515126 慨縦観察に閥する巡絲
協雛会

１
２

（合同側催） 4商裁でⅢ
催（開催地は未定）

刑難局

荊可可司

108人側催刑辨事件担当の筋易栽判所判事，ﾉ順剰下件担当の師1刑剰叩件の迎朋に関し考嘘すべき｡1噸
2その他

綾察審副誇砺務榊IF務について!勝要な知搬
の取得及び実務上の諾問題の椴討

地所在の地栽判郡
1日

一

0． 5fl

1月～2月27 簡易裁剰所刑到腫IF件担
当裁判官協議会 （一部合同鮒催）4～5

澗裁で開催（開催地は未
定）

76人地裁本庁所種地の検察諦恋会（縦微の
険察審張会が設倣されている場合に
は，第一城察聯流会） ‘姫約庁（立
川，小冊原，沼鮴！限松，松本，堺，
姫路，岡崎，小倉，郡山）を含む地方
蛾判所支部所在地の検察審査会の辨務
局長

6月～10ハ扉務局長研28 恢察審恋会事
究会

行政局 各jlll難で

決定
各地戦労働荊剛轆件の処理に必要な基礎的知雛の

繍謂洞雨而“に必雲な藤門i"I脈の
習得

知的財礁椛訴舩について考賦すべき実務_l'二
の諾間魍

1. 1EI智地裁で決定
（4月～6月）

－

29

谷地裁で

決定
各地裁 行政局

獺雛灌,月’
11ヨ30

～12月）

1.0月～11月
行政局 22人東京澗戦

（知財識縦）
0． 5m31

■

東京禰蛾
（知財iWi")

行政局 知財商裁
で決定

知的財産椛關係鞭件における聯''9審蝋の関
与の在り方

0. 5日11月～12月32

当軒9委員実務研究会

2知的財産権関係率件を担当する専
門委員（知的財賑梅関係聯仲に関与し
たことがある者及び水研究会への出席
を輪望する者に|収る）
(注）主伽ば知則槽識

符家裁の本庁又は支部 家庭局 各家雛で
決定

家事澗{蕊祁仲の処哩につき必要な基砿的知
卿の習柵，

ユIﾖー
2fi

符家裁で決定
（腺則として4月
～7月）

鵜家裁で決定
（6月～翌年3
月）

33

各家裁で
決定

符家毅の本庁又は支部
|家庭扇
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符家裁の本庁又は支部 各東城で
決定

家郡柵停辨件の処理につき聯例研究の方法
による必要な知猟の習得

葱こ家裁で決定
（6月～翌年3
月）

各家裁で決定
（6月～翌年3
月）
客蒙識で決定
（5月～翌年3
月）

一日
日
１
２

家鄭肌I停委員ケース研
究会

35

各家裁の本庁又は支部 家庇局 符家戟で
決定

家裁の裁判官及び播記官，家裁洲流
官家躯澗停委員，参与員

家辨那件の処理に|則し考砿すべき郡項111~

2日

－

36 票雇獅I砺鯨邸実務研
究会

家庭局 各家裁で
決定

各宗難で決定家裁の裁判官及び郡記官，家裁澗遼
官，福祉関係, l隆旅関係，その他協継

蒙亟亦件の処理にMUして辿絡澗蜷を要する
郡項

1日～
2日|灘儒雛臘との“'37

31噸に関遮する機関・団体のj倣員の中
から，各家裁の実{W蝉を考砒して逃走

家裁の裁判官及び鴨記官，家裁鯛謹
官，保淡関係，教箭関係及び辮嬢閥
係，その他協識鄭項に関遮する機関・
団体のI職員の中から，各家裁の実{惜等
を毒脱して避定
新任参与員又はこれに準ずる参与員

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

蚕Z両F件の処理に閲して巡絡刷鞭を要する
刺『項

1日～

2日
各家裁で決定
（5月～熟年3
月）

少年側係機閥との迩維
協雛会
38

家庭局

家庭ﾉ励

各家紬で
決定

各家裁で決定
忍家戦で決定

（1月～3月）

|靜蝿で淡”（6月～盟年3

1.n~

2蘭

－

39

蒋家識の本庁又は支部 各家批で

決定]､側～

2H
‘10

(合同開'約※予定
[京（東京，札幌） ‘
『 （大阪，広励） ‘ ；
i (堀古屋，仙台) ,
1 ("IWI,獅松）

‘

束阪屋岡

家庭ﾉ計 50人
1111月～2月41 大

名古

，福

考砿すべき邸項 ’
2肴席家庭裁判所鯛証官の執漉に関し考

協誰会

服すべきﾕ11噸

各商縦で
決定

家庭局薪商戦
（一部合同閲催）
j![京，大阪，鍋古屋‘
岡，札幌（仙台，
帆） ，商松（広＃ﾙ，
松）

澗裁櫛内の蒙裁において家郡郡‘件塗担
当する裁判官，描記官及び家数澗張官

1日 I家辺I剛f件の遜用上の勝問魍客i§i誠で決定
（1月～2ﾉﾘ）

覗

掘
札
商
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